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各 教 育 局 長
各 道 立 高 等 学 校 長 様
北海道登別明日中等教育学校長

北海道教育委員会教育長

北海道立高等学校教育課程編成基準の一部改正について（通達）
北海道立高等学校教育課程編成基準（平成２３年３月１０日教育委員会決定）の一部を別記の
とおり改正し、平成２６年４月１日から施行しますので、取扱いに当たっては適切に行うよう
にしてください。

）（学校教育局高校教育課普通教育指導グループ学校教育局高校教育課産業教育指導グループ

別記

北海道立高等学校教育課程編成基準の一部改正について
（平成２６年２月２６日教育委員会決定）

北海道立高等学校教育課程編成基準（平成２３年３月１０日教育委員会決定）の一部を次のよ
うに改正する。
別記１の２中�１４を�１５とし、�１３を�１４とし、�１２の次に次のように加える。
�１３ 建築・土木科
建築や土木に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、建築業及び建設業並び
にこれらに関わる業務に従事する技術者として必要な能力と実践的な態度を育てる。

平成２６年２月２８日
（金曜日）
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